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振替決済口座管理規程 新旧対照表 

  
現行（旧） 改正後（新） 

振替決済口座管理規程 

（振決国債） 
 

社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において取り扱う国債

に係る口座を当金庫に開設するに際し、当金庫と顧客との間の権利義務関係に

ついては、以下の振替決済口座管理規定に基づき適切に処理するものとする。 

 

振替決済口座管理規定 

 

第１条～第９条 （略） 

 

（元利金の代理受領等） 

第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債（差押えを受けたも

のその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きま

す。）の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受

領したうえ、当金庫がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、指定口

座に入金します。 

２ （略） 

第 11 条～第 12 条 （略） 

 

（当金庫の連帯保証義務） 

第 13 条 日本銀行が、振替法等に基づき、お客様（振替法第 11 条第２項に定

振替決済口座管理規程 

（振決国債） 

 

社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において取り扱う国債

に係る口座を当金庫に開設するに際し、当金庫と顧客との間の権利義務関係に

ついては、以下の振替決済口座管理規定に基づき適切に処理するものとする。 

 

振替決済口座管理規定 

 

第１条～第９条 （略） 

 

（元利金の代理受領等） 

第 10 条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債（差押えを受けたも

のその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きま

す。）の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受

領してから、信金中央金庫が当金庫に代わってこれを受け取り、当金庫が信

金中央金庫からお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。 

２ （略） 

第 11 条～第 12 条 （略） 

 

（当金庫の連帯保証義務） 

第 13 条 日本銀行又は信金中央金庫が、振替法等に基づき、お客様（振替法第
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める加入者に限ります。）に対して負うこととされている、次の各号に定める

義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。 

 

1 振決国債（分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を

除きます。）の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により

本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわら

ず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことによ

り生じた振決国債の超過分（振決国債を取得した者のないことが証明された

分を除きます。）の元金及び利子の支払いをする義務 

2 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続き

を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振

替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載

又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債

及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元

金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利

子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分（振決国債を取得した

者のないことが証明された分を除きます。）の利子の支払いをする義務 

3 その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務

を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 

 

 

第 14 条～第 18 条 （略）  

 

令和 ２年 ３月３１日現在 

朝日信用金庫 

 

11 条第２項に定める加入者に限ります。）に対して負うこととされている、

次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保

証いたします。 

1 振決国債（分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を

除きます。）の振替手続きを行った際、日本銀行又は信金中央金庫において、

誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされ

たにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しな

かったことにより生じた振決国債の超過分（振決国債を取得した者のないこ

とが証明された分を除きます。）の元金及び利子の支払いをする義務 

2 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続き

を行った際、日本銀行又は信金中央金庫 

において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記

録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を

履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及

び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又

は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じく

する分離適格振決国債の超過分（振決国債を取得した者のないことが証明さ

れた分を除きます。）の利子の支払いをする義務 

3 その他、日本銀行又は信金中央金庫において、振替法に定める超過記載又

は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 

 

第 14 条～第 18 条 （略）  

 

令和 ４年１０月 ３日現在 

朝日信用金庫 

 

 


